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１ 

 

 
 
 

平
井
卓
也
デ
ジ
タ
ル
改
革
大
臣
の
「
徹
底
的
に
干
す
」
発
言
と
我
が
国
の
商
取
引
に
係
る
姿
勢
に
関
す
る
質
問

主
意
書 

 

六
月
十
一
日
付
け
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
平
井
卓
也
デ
ジ
タ
ル
改
革
大
臣
は
四
月
上
旬
に
あ
っ
た
内
閣
官
房
Ｉ
Ｔ
総
合
戦
略

室
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
で
、
減
額
交
渉
に
関
連
し
て
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
は
（
五
輪
後
も
）
死
ん
で
も
発
注
し
な
い
」
（
発
言
一
）

「
今
回
の
五
輪
で
ぐ
ち
ぐ
ち
言
っ
た
ら
完
全
に
干
す
」
（
発
言
二
）
「
ど
こ
か
象
徴
的
に
干
す
と
こ
ろ
を
つ
く
ら
な
い
と
な
め

ら
れ
る
」
（
発
言
三
）
な
ど
と
発
言
し
た
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
会
長
の
名
を
あ
げ
、
幹
部
職
員
に
「
脅
し

て
お
い
て
」
（
発
言
四
）
と
求
め
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

当
該
発
言
に
つ
い
て
、
平
井
大
臣
は
「
交
渉
す
る
ス
タ
ッ
フ
が
弱
腰
に
な
っ
た
ら
、
い
く
ら
取
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
国

民
の
血
税
だ
か
ら
強
気
で
交
渉
し
ろ
、
と
伝
え
た
」
（
発
言
五
）
「
国
会
で
野
党
か
ら
、
契
約
額
が
高
い
と
迫
ら
れ
て
い
た
。

自
分
も
追
い
込
ま
れ
て
い
た
」
（
発
言
六
）
「
同
社
の
顔
認
証
機
能
が
不
要
に
な
っ
た
。
す
で
に
Ｎ
Ｅ
Ｃ
が
開
発
済
み
の
シ
ス

テ
ム
を
使
っ
た
サ
ー
ビ
ス
な
の
で
払
う
必
要
は
な
い
。
現
場
に
は
裁
判
に
な
っ
て
も
い
い
、
と
指
示
し
て
交
渉
さ
せ
た
」
（
発

言
七
）
と
回
答
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

公
正
取
引
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
及
び
下
請
法
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
と



 

２ 

 

は
、
自
己
の
取
引
上
の
地
位
が
相
手
方
に
優
越
し
て
い
る
一
方
の
当
事
者
が
、
取
引
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
地
位
を
利
用
し

て
、
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
不
当
に
不
利
益
を
与
え
る
行
為
の
こ
と
で
す
。
こ
の
行
為
は
、
独
占
禁
止
法
に
よ
り
、
不
公
正

な
取
引
方
法
の
一
類
型
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
に
発
展
し
か
ね
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
上

で
、
「
（
五
輪
後
も
）
死
ん
で
も
発
注
し
な
い
」
「
完
全
に
干
す
」
と
い
う
意
図
を
減
額
交
渉
に
臨
む
担
当
者
に
伝
え
た
上

で
、
取
引
の
相
手
方
を
「
脅
し
て
お
い
て
」
と
指
示
を
出
し
た
本
件
大
臣
の
行
為
は
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
不
当
に
不
利
益

を
与
え
る
行
為
で
あ
り
、
独
占
禁
止
法
に
よ
り
、
不
公
正
な
取
引
方
法
の
一
類
型
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
優
越
的
地
位
の
濫

用
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
が
日
本
政
府
と
の
間
で
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

今
後
民
間
事
業
者
は
日
本
政
府
と
安
心
し
て
商
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
政
府
の
信
用
と
我
が
国
の
利
益
を
著
し
く
損
な

う
も
の
と
考
え
る
。 

 

以
下
質
問
す
る
。 

一 

発
言
一
～
発
言
四
に
つ
い
て 

 

１ 

平
井
大
臣
が
同
会
議
で
、
発
言
一
～
発
言
四
を
行
っ
た
こ
と
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
会
議
の
議
事

録
か
ら
正
確
な
発
言
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

３ 

 

 
２ 

減
額
交
渉
に
お
い
て
政
府
職
員
は
、
大
臣
指
示
に
従
い
民
間
事
業
者
を
「
脅
し
」
た
の
か
。
ま
た
、
「
死
ん
で
も
発
注

し
な
い
」
「
完
全
に
干
す
」
と
い
う
大
臣
の
指
示
を
先
方
に
伝
え
た
の
か
。 

二 

発
言
五
～
発
言
七
に
つ
い
て 

 

１ 

平
井
大
臣
が
取
材
に
対
し
、
発
言
五
～
発
言
七
を
行
っ
た
こ
と
は
事
実
か
。 

 

２ 

発
言
五
「
い
く
ら
取
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。 

 

３ 

発
言
六
「
野
党
か
ら
、
契
約
額
が
高
い
と
迫
ら
れ
て
い
た
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
平
井
大
臣
自
身
も
「
契
約
額
が
高

い
」
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
か
。 

 

４ 

発
言
七
「
現
場
に
は
裁
判
に
な
っ
て
も
い
い
、
と
指
示
し
て
交
渉
さ
せ
た
」
と
あ
る
が
、
平
井
大
臣
は
本
件
が
「
裁
判

に
な
る
」
可
能
性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
か
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
指
示
を
し
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
点
が
争
い
に
な

る
と
認
識
し
て
い
た
の
か
。 

三 

本
件
契
約
に
つ
い
て 

 

１ 

本
件
の
契
約
締
結
日
と
支
払
日
は
い
つ
か
。 

 

２ 

本
件
に
つ
い
て
事
実
上
発
注
行
為
を
行
っ
た
の
は
い
つ
か
。 



 

４ 

 

 
３ 

本
件
に
つ
い
て
契
約
金
額
の
減
額
を
強
い
た
の
は
、
事
実
上
発
注
行
為
を
行
っ
た
以
後
か
。 

 

４ 
本
件
に
つ
い
て
契
約
金
額
の
減
額
を
強
い
た
の
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
以
後
か
。 

 

５ 

本
件
に
つ
い
て
契
約
金
額
の
減
額
を
強
い
た
の
は
、
支
払
い
が
行
わ
れ
る
以
前
か
。 

四 

優
越
的
地
位
の
濫
用
に
つ
い
て 

 

１ 

公
正
取
引
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
よ
く
あ
る
質
問
コ
ー
ナ
ー
（
独
占
禁
止
法
）
」
に
よ
れ
ば
、
「
Ｑ
３
独
占
禁
止

法
は
、
国
や
地
方
自
治
体
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
。
」
と
い
う
問
い
に
対
し
「
独
占
禁
止
法
は
、
事
業

者
又
は
事
業
者
団
体
の
行
為
を
規
制
す
る
法
律
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
国
や
地
方
自
治
体
が
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
と
し
て
規
制
対
象
と
な
り
ま
す
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。
本
件
は
右
記
事
業
活
動
に

該
当
す
る
の
か
。 

 

２ 

本
件
大
臣
の
行
為
は
、
正
常
な
商
慣
習
の
範
囲
内
に
あ
た
る
と
い
う
認
識
か
。 

 

３ 

本
件
大
臣
の
行
為
は
、
取
引
相
手
に
対
し
不
当
に
不
利
益
を
与
え
た
と
い
う
認
識
か
。 

 

４ 

本
件
大
臣
の
行
為
は
、
独
占
禁
止
法
で
禁
止
さ
れ
る
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
」
に
あ
た
る
と
い
う
認
識
か
。 

五 

本
件
大
臣
の
行
為
は
、
政
府
の
信
用
を
著
し
く
損
な
っ
た
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 



 

５ 

 

六 

本
件
大
臣
の
行
為
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
の
将
来
の
利
益
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、

政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
法
案
検
討
推
進
委
員
会
に
つ
い
て 

 

１ 

内
閣
官
房
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
総
合
戦
略
室
が
委
嘱
し
た
委
員
は
何
名
い
る
の
か
。
そ
の
中
で
、
「
デ
ジ
タ
ル
の

日
」
に
関
す
る
指
導
・
助
言
等
を
行
っ
て
い
る
委
員
は
何
名
い
て
、
ど
な
た
か
。 

 

２ 

右
記
「
デ
ジ
タ
ル
の
日
」
に
関
す
る
指
導
・
助
言
等
を
行
っ
て
い
る
委
員
の
報
酬
は
い
く
ら
か
。 

 

３ 

右
記
委
員
の
就
任
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


